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鳥取市工業用水道事業給水条例（平成１６年条例第１８７号）新旧対照表 第５４条関係 

改正後 改正前 

○鳥取市工業用水道事業給水条例 ○鳥取市工業用水道事業給水条例 

平成１６年９月３０日 平成１６年９月３０日 

鳥取市条例第１８７号 鳥取市条例第１８７号 

第１条 ～ 第５条（略） 第１条 ～ 第５条（略） 

（工事費の算出方法） （工事費の算出方法） 

第６条 管理者が施行する給水施設工事の工事費は、次に掲げる費用の

合計額に１００分の１１０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 

第６条 管理者が施行する給水施設工事の工事費は、次に掲げる費用の

合計額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。 

 第１号 ～ 第６号（略） 第１号 ～ 第６号（略） 

第２項及び第３項（略） 第２項及び第３項（略） 

第７条 ～ 第１７条（略） 第７条 ～ 第１７条（略） 

（料金） （料金） 

第１８条第１項（略） 第１８条第１項（略） 

２ 料金は、給水料金及び水量メーター料金との合計額に１００分の１

１０を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた額）とする。 

２ 料金は、給水料金及び水量メーター料金との合計額に１００分の１

０８を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた額）とする。 

第３項及び第４項（略） 第３項及び第４項（略） 

第１９条 ～ 第２９条（略） 第１９条 ～ 第２９条（略） 

 


